
 

【別 紙】 

 

ご契約期間と値上げ実施日の関係（イメージ図） 

 

＜当社から書面にてお願いいたしました値上げ実施日について＞ 
 
○２月初旬に「電気需給契約の一部変更についてのお願い」を郵送し、ご契約期間にか

かわらず４月 1日以降の値上げをお願いさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４月１日がご契約期間の途中であるお客さまにおける値上げ実施日について＞ 
 
○４月１日がご契約期間の途中となるＢ・Ｃのお客さまは、ご契約期間満了まで現在の

ご契約内容（電気料金単価）を継続させていただきます。ご契約期間満了後は、値上

げにご理解賜りますようお願いいたします。 

○当社からのお願いをご了承いただいた場合（Ｃ'のようなお客さま）は、４月 1日から

料金を値上げさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　現在の電気料金の適用期間 　値上げ後の電気料金の適用期間
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　A : 現在の契約期間がH24.3/31までのお客さま

　B : 現在の契約期間がH24.6/30までのお客さま 現在の契約期間

　C : 現在の契約期間がH24.9/30までのお客さま

現在の契約期間満了後の契約期間

平成24年 平成25年

　現在の電気料金の適用期間 　値上げ後の電気料金の適用期間
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C'

　A : 現在の契約期間がH24.3/31までのお客さま

　B : 現在の契約期間がH24.6/30までのお客さま 現在の契約期間

　C : 現在の契約期間がH24.9/30までのお客さま

　C' : 現在の契約期間がH24.9/30までのお客さまで、4/1からの値上げにご了承いただいたお客さま 現在の契約期間満了後の契約期間

平成24年 平成25年
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